
Ｑ．消火器の準備は誰が行うの？ 

Ａ．原則として、露店の出店者など火気器具等を取り扱う人が、それぞれの火気器具に対して消火

器を１本準備する必要があります。準備する消火器は、業務用消火器３型程度の大きさのもの（住

宅用消火器は除く。）が目安となっています。 

Ｑ．どんなイベントに消火器を設置しなければならないの？ 

Ａ．花火大会やお祭りの縁日、町内会で実施される火気器具を取り扱うイベントで、不特定多数の

人が集合する催しが対象です。不特定多数の人が集合することで火災が発生した場合に混乱が生じ、

消火活動に支障をきたし危険性が高まるからです。近親者によるバーベキュー、幼稚園で主催する

お祭りのように相互に面識がある人が参加する催しは対象外です。 



Ｑ．1つのテント内に複数の対象火気器具等（コンロなど）がある場合は？ 

 

Ａ．複数の使用者が異なる場合であっても、複数の使用者が協力して有効に初期消火を行える場合

には、共同して消火器を準備してもいいです。 

Ｑ．屋内で立食パーティー等が開催される催しに対象火気器具等を使用する場合、その建物内に消

火器が設置されている場合も届出して新たに消火器を設置しなければならないの？ 

 

Ａ．屋内で開催される催しであっても届出は必要ですが、催しが開催される建物が元々催事を行う

ための建物である場合は必要ありません。また、建物内に設置してある消火器により初期消火を有

効に行える場合は、新たに消火器を設置する必要はありません。 

Ｑ．消防署に届け出するのに必要な書類はなに？ 

 

Ａ．まず１つは「露店等の開設届出書」です。網走消防署のホームページからダウンロード出来ま

す。２つ目は「露店と消火器の配置図」です。露店の設置状況と消火器の配置場所のわかる簡単な

図面で結構です。どちらも２部提出してください。 

他にもわからないことがあれば 

   気軽に消防署へ問合せください。 

お祭りや花火大会、町内会の盆踊りなどのイベントは子供から大人までたくさんの人
が楽しみにしています。「ちょっとぐらい発電機つけたまま給油しても大丈夫だろう」 
「商品を置くスペースがないから炭焼コンロの横においても大丈夫だろう」 
「ガスコンロから変な匂いするけど大丈夫だろう」「ガスグリルの調子が悪いけど大丈夫
だろう」こういった油断から事故は発生します。 
「届出をしたから大丈夫」、「消火器を置いたから大丈夫」ではなく、届出をして消火
器を設置し、みなさんの安全に対する意識を高めることが大切です。 
イベントを主催する方々の安全に対する心掛け一つで楽しいイベントがより楽しく安全
なものとなります。ご協力よろしくお願いいたします。 


